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平成２８年第２回 

利根町議会定例会会議録 第３号 

 

平成２８年６月１０日 午後１時開議 

 

１．出席議員 

１番  石 井 公一郎 君  ７番  坂 本 啓 次 君 

２番  新 井 滄 吉 君  ８番  高 橋 一 男 君 

３番  石 山 肖 子 君  ９番  今 井 利 和 君 

４番  花 嶋 美清雄 君  １０番  若 泉 昌 寿 君 

５番  新 井 邦 弘 君  １１番  五十嵐 辰 雄 君 

６番  船 川 京 子 君  １２番  井 原 正 光 君 

 

１．欠席議員 
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１．説明のため出席した者の氏名 
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教 育 長  杉 山 英 彦 君 

総 務 課 長  清 水 一 男 君 
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福 祉 課 長  石 田 通 夫 君 
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保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長  秋 山 幸 子 君 
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保険年金課長兼国保診療所事務長  武 藤 武 治 君 
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１．職務のため出席した者の氏名 

議 会 事 務 局 長  六本木 通 男 

書 記  宮 本 正 裕 

書 記  矢 口 敬 子 

 

１．議事日程 

                                         

議 事 日 程 第 ３ 号 

平成２８年６月１０日（金曜日） 

午後１時開議 

 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 休会の件 

 

１．本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 休会の件 

                                         

午後１時００分開議 

○議長（井原正光君） こんにちは。ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

○議長（井原正光君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。 

 ４番通告者、10番若泉昌寿議員。 

〔10番若泉昌寿君登壇〕 

○１０番（若泉昌寿君） 皆さんこんにちは。きょうは昨日と違って大分暑くなりました。

体には十分気をつけていただきたいと思います。４番通告、若泉昌寿でございます。 

 今回は私、二つに対して質問をいたしますが、まず１番目には障害者差別解消法施行に

ついて質問しますけれども、昨日、五十嵐議員が質問いたしました。さらには月曜日、新

井議員が同じことで質問することになっております。ということは、それだけ関心がある

ということなので、皆さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、障害者差別解消法施行について質問をいたします。 
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 国は障害者差別解消法に基づき障害者の身近な相談への対応を話し合う場として、国が

各自治体に設置するよう求めている「障害者差別解消支援地域協議会」の設置が余り進ん

でいないと聞いていますが、その状況を伺います。 

 昨日、五十嵐議員に対しての町長の答弁がありましたけれども、もう一度お願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（井原正光君） 若泉議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは、若泉議員のご質問にお答えをいたします。 

 障害者差別解消法において、地方自治体ごとに設置できるとされている「障害者差別解

消支援地域協議会」の設置状況についてお答えをいたします。 

 町では、既存の利根町地域自立支援協議会において、その機能を兼ねることとして平成

28年４月１日付で設置をしております。 

 障害者差別解消支援地域協議会は、地域の幅広い分野にまたがる障害者差別に係る情報

共有のほか、問題の解決、問題発生防止の取り組みを多面的に行うネットワーク機能を担

う協議会であり、医療、教育、障害者団体、サービス提供事業者、学識経験者や障害者当

事者など、さまざまな分野の関係者により構成するものと国では想定しております。 

 町では、平成22年より、さまざまな分野の関係者が地域の障害福祉に関する情報の共有

と多面的な支援体制をつくるための連携・協議を行う組織として、利根町地域自立支援協

議会を設置しており、既に障害福祉を推進するためのネットワークとして機能をしており

ます。 

 利根町地域自立支援協議会が障害者差別解消支援地域協議会で想定している構成員によ

る協議会であることから、障害者差別解消支援地域協議会で求められる機能についても十

分担うことができるものと考え、また、内閣府作成の「障害者差別解消支援地域協議会設

置の手引き」にも、障害者差別解消支援地域協議会の設置方法として既存の協議会の利用

が上げられていることから、利根町地域自立支援協議会委員の合意のもと、平成28年４月

１日付で設置となりました。 

 参考に申しますけれども、平成28年４月１日現在の県内市町村の障害者差別解消支援地

域協議会の設置状況は、設置済みは利根町を含めて３市町村、設置予定は26市町村、設置

しないは３市町村、未定は12市町村となっております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今の町長の答弁ですと、28年４月に既に設置したということで

すが、私、きのう聞き漏らしたのかなと思って、今新たに「ああ、そうなんだ」と思いま

した。 

 それで、きのう、たしか石田福祉課長がおっしゃったのは、この協議会に対していろい
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ろな腹案を今検討していると答弁していましたよね。でも、設置したということは、腹案

というものはできているんじゃないかと、私はそう思うのですけれども、違うんですか、

その辺ちょっと。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それでは、お答えいたします。 

 策定要領につきましては、この７月に自立支援協議会が開催される予定でございまして、

その中で今、福祉課のほうで案がございますので、その案を提出させていただきまして、

それをその協議会の中で検討していただくということでございます。 

 その対応要領の案でございますけれども、この中には、まず要領の目的、不当な差別的

取り扱いの禁止、合理的配慮の提供、所属長の責務、不当な差別的取り扱い等をした場合

の懲戒処分等、相談体制の整備、職員に対する研修啓発などを盛り込むことを予定してお

ります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） わかりました。要するに、協議会を設置したけれども、今度７

月に委員の中で、今、腹案として考えていることをもんで、今度それに沿ってやっていこ

うと、そういうことですね、はい、わかりました。 

 それで町長、先ほど茨城県で既に設置済みというのは、利根町を入れて３市町村と言い

ましたね。たしか４月１日か４月５日あたりの新聞で見ますと、そのときは東海村、那珂

市かな、その２町村と出ていましたけれども、そのときは既に利根町は設置されていなか

ったと思うんですけれども、新聞によればね、でも今の話であれば設置されたということ

なんですけれども、その辺はどちらが正しいのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えします。 

 ４月１日現在の設置済みということで、利根町、那珂市、河内町の３市町ということで

……（「東海村です、東海村、河内町はまだでしょう」と呼ぶ者あり）じゃあ、その辺は

ちょっと後で、ということで４月１日付の設置状況は以上のようになってございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 利根町もよその自治体よりも早く設置されたということは、町

もそれだけやる気があるということのあらわれですよね。それで、障害者差別解消法に関

しましては、まさしく、例えば障害のある方、また全然ない健常者の方もみんな平等に生

活できる、暮らしていかれる、そういうことだと私は認識しているんですが、そういう考

えでよろしいのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えします。 

 この障害者差別解消法の対象者ということで、きのうも少し触れさせていただいたんで
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すけれども、障害者の手帳を持っていない方も対象となってございます。 

 それで、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、こちらには発達障

害という方、あと難病の方も含まれております。そのほかの心や体の働きに障害がある人

で、障害や社会の中にあるバリアですね、障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限

を受けている人等全て対象となるということで、例えば障害者の方ではないんですけれど

も、高齢の方で少しここは人の手をかりないとちょっと自分でも大変だという方も、ずっ

とそういう状態が続いているような方であれば、対象となるということでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） まさしく福祉課長の言うことはわかりますけれども、私が今聞

いたのは、障害者はもちろんのこと、障害者でない健常者、私も健常者に近いほうなんで

すが、そういう我々も普通の人もともに暮らしていかれるような、そういうためのあれな

んじゃないですか、障害者差別解消法の中に入るんじゃないですか。 

 何を言いたいかということは、障害者に対して普通の方たちも、例えば障害者がちょっ

と困っているときとか、そういう見受けたときには手を差し伸べてあげて、その人を、わ

かりやすく言ったら助けてあげるとか、そういう心、精神、優しさというか、そういうこ

とを持って、それでお互いに暮らしをよくしましょうと、そういうことじゃないんですか、

違うんですか。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） お答えします。 

 議員のおっしゃるとおりのことでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 私の言うことで合っていますということですが、ということは、

障害者差別解消法が設置され、今度動き始めますよね。そうすると障害者の方たちという

のは、こういう障害者差別解消法が設置されて、できたんだよというのは大体わかります。

ただ、一般町民、一般市民、ここは町ですから一般町民と言わせていただきますけれども、

一般町民の方たちというのは、そういう障害者差別解消法ができたと詳しくはまずわから

ないと思うのです。でも、そういうことがわかっても、わからなくても、優しい心の持ち

主、いたわりを持っているような人は困っていれば手を差し伸べる、これはそういう障害

者差別解消法があろうとなかろうと、それは手を差し伸べて助けてあげますと、それはわ

かるんですけれども、ただ今回、こういうものをせっかく国のほうで設置してつくったと

いうことは、これは障害者のためにはもちろんいいことなんですけれども、共に、障害者

も一般の人たちも暮らしをよくして仲良く暮らしていきましょうということなんですから、

一般の町民の方たちにもわかっていただく、理解していただけるようにするにはどのよう

に考えているのか、それをお聞きしたいんです。 

 この障害者差別解消法が設置されて、こうこうこうなんだよと、ですから一般の方たち
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もこうなんだよ、困ったときにはこういうふうに助けてあげなきゃいけないんだよと、そ

ういう気持ちを持ってくださいと、それをわかっていただくように周知させるのは、どの

ような考えを持っているか聞きたいんです。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えいたします。 

 周知の方法ということの質問だと思います。この周知の方法につきましては、先ほど答

弁の中でも対応要領の中身のほうが決まりまして、この中には合理的配慮が具体例を事細

かく記載をこちらではして、それを案として協議会のほうに諮りたいと思っておりますの

で、その協議会の中で策定の了解が得ましたならば、とね広報とか、またはホームページ、

あとは掲示物等を利用させていただきまして、周知のほうは図ってまいりたいと思ってお

ります。 

 それと、先ほど合理的配慮の提供ということで、一般の方が障害の方に手を差し伸べる

というところの部分でございますけれども、障害者の方から何らかの対応が必要としてい

るというような意思が伝えられたとき、ということで法のほうではなっております。です

から、そういうときに手を差し伸べるということでございますので、ご理解をいただきた

いと考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） いずれにしても、町民の方に周知させるということは、本当に

一番難しいことだと私は思うのです。これは大いに関係あると思うのですが、教育長にち

ょっとお聞きしたいんですが、学校ばかりじゃないんですけれども、いじめというのがあ

りますね、いじめ、あれも結局その中に入るような感じがすると思うのです。要は、いじ

めというのは、弱い者に対していじめというのが多いんですね。障害者もあるでしょうけ

れども、弱い子の生徒、そういう子に対していじめというのがあるんですよ。強い子は絶

対にいじめられませんから、これは子供の社会になりますけれども、今言っている障害者

は子供も含めて大人の社会も入ってきますけれども、いじめというものも、それも子供た

ちにも、いじめはだめなんだよと。それから、障害者にも、こういうものが今度国のほう

でできて、子供たちにも、仲間が困っているときにこういうふうに手を差し伸べるんだよ、

助けてあげるんだよ、そういうことも教えていかなければいけないのかなと感じるんです。 

 ただいじめだけなくす、そういうことでなくて、その辺もちょっと考えてもらったほう

がいいのかなと思うのですけれども、できましたら、教育長、その辺でどのように考えて

いるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 石田福祉課長、協議会の話の中で学校の子供たちの話まで出まし

たら、出たのであれば、そのことについて答弁を。出なかったら出ないでいいですから。 

 石田福祉課長。 

○福祉課長（石田通夫君） それではお答えします。 
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 協議会の中で出たかどうかということでございますけれども、私が感じている中では、

出ておりません。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 議長、出ていなかったから答弁はさせません、そういうことね。 

○議長（井原正光君） 質問相手に教育委員会、教育長は載っていないので、協議会の中

でもしそういう話が出ていればと思って福祉課長のほうに。 

○１０番（若泉昌寿君） はい、理解しました。 

 じゃあ答弁はいいんですけれども、ここでそういう話を私出しましたので、ぜひともそ

ういうところも考えてもらいたいと思います。今ここで答弁はいいんですから、それはい

いです。 

 でも先ほどから言っていますとおり、結局、一般町民に理解してもらうのが、何だかん

だと言っても一番難しいのかなと、私はそう思っております。これから協議会が設置され、

その中でいろいろな面で話し合いはしていくでしょうが、もしできましたら、その協議会

の中でどのような話し合いになるかわかりませんけれども、そういう障害者差別解消法に

関しての講演ぐらいはやったほうがいいのかなと思うのです。年に一度、利根町でも、あ

れはどこの担当かな、学校教育課でなくて社会福祉協議会かどこかでやっていますよね、

ああいう形で、もしできたら町民の方に知ってもらうような講演会というものをやって、

それで町民の皆さんにも周知してもらったほうがいいと思うのですけれども、それを協議

会の中でぜひともお願いしたいと思います。障害者差別解消法の話はこれで結構です。 

 続きまして、基盤整備について。 

 現在、基盤整備は文間の北部地区も順調に工事が進められている。さらに文の西部地区

においても、地権者との話し合いが進んでいる。これから調査に入ることと思いますが、

地区内で一つ大きな問題があります。それは利根ニュータウンと中田切集落の間にある農

地で、ここは約20数年前から取手東線バイパスの予定地になっております。しかし、まだ

バイパスの位置が決まっておりません。西部地区の基盤整備と取手東線バイパス工事は、

これから並行して行っていかなければ工事は進まないと思いますが、町はどのような考え

を持っているのか伺いたいと思います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 西部地区基盤整備事業と取手東線バイパス工事ということでございますけれども、この

工事につきましては、竜ケ崎工事事務所と県南農林事務所で協議を行いながら進めること

になります。町としても地権者の意向等を伺いながら、両事務所と十分に連携をとりつつ

事業を進めていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今の町長の答弁ですと、お互いに協力し合って進めていくとい
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う考えなんですが、ここで、取手東線ということに関してご存じない方もいると思います

ので、今までの経過をちょっとここで述べさせていただきます。 

 この取手東線の計画というのは、平成８年のころか、要するにまだ鹿島参宮バスが布川

を定期バスとして走っていたころなんですね、あのころに持ち上がった話なんですが、そ

のとき布川の今言う馬場、横町、あの辺はバスが通りますとすれ違いができないような状

況で、それで結構あのころから車の渋滞が激しく進んでおりました。特に栄橋においては、

今よりも渋滞が激しいと思います。ちょうど若泉町長のとき、あのときに何としても渋滞

緩和をしようということで県にお願いして、羽中地先から今の中田切と利根ニュータウン

の間を通って押付の前を通って堤防までのバイパスを計画したわけです。 

 それで計画を進めていったんですが、布川地区の地権者の方から一部反対がありまして

難航しました。難航して、そのうち今度遠山町長に平成11年にかわりまして、それからさ

らに進みが悪くなりました。 

 私、そのことに関しては、この場で町長とは何回激しくやったかわかりません。私の言

い分は、利根町が渋滞緩和のために県にお願いしたんだから、利根町がお願いしたんだか

ら、町がしっかりと反対の地権者にやっていかなければいつになってもできないよと、そ

ういう形でいろいろやっていたんですが、なかなか進まなくて今現在に至っているような

わけです。途中から、じゃあ羽中地先からニュータウンの間を通って、今のＮＴＴのある

ところ、あそこまでの道路で終わりにしようということで今やっているわけですが、それ

もなかなか進まないという状況なんです。そこへ今度、今２年ほど前から西部地区の基盤

整備が持ち上がりました。利根町、はっきり申しまして第１産業は農業です。利根町の農

業はどうしても基盤整備を進めていってよりやりやすい農地にしなければ、これからの利

根町の農業というのは終わりになってしまいます。 

 そこで、文地区の西部地区も何とか話が進んでほぼやれるような感じになってきたと思

いますが、そこで問題なのが、今言う、私が今質問し始めました利根ニュータウンの間を

通るバイパスなんです。 

 今の町長の答弁ですと、協力してやっていくということですが、そこで詳しく、どのく

らいの協力体制ができるのか、まず都市建設課長にお願いしたんですが、今の状況をよく

お願いします。 

○議長（井原正光君） 鬼澤都市建設課長。 

○都市建設課長（鬼澤俊一君） それでは、地方道取手東線の羽中中田切地区のバイパス

整備につきましてお答え申し上げます。 

 この事業につきましては、議員ご指摘のとおり、県の事業でございます。わかる範囲で

お答えをさせていただきます。 

 現在、利根町におきましては、もちろん今年度も県への第１の要望箇所として要望書を

提出したところでございます。また、昨年の10月23日には竜ケ崎工事事務所管内主要道路
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整備促進期成同盟会の要望箇所としても、この同盟会の会長でございました遠山町長から

県知事並びに県議会議長に対しまして、整備促進に関する要望活動を行っていただいたと

ころでございます。 

 この事業の経過につきましては、竜ケ崎工事事務所にお聞きをしたところ、平成27年度

には羽中交差点の詳細協議を行い、平成28年度、今年度につきましては調査費が計上され

ているということでございます。 

 また、今後につきましては、利根西部地区の土地改良事業との協議を行っていくという

ことでお聞きをしてございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今、鬼澤課長のほうから答弁が、調査費とか、そういうことが

ありましたけれども、これは数年前からそういう答弁です。 

 それから、期成同盟会、私も行ったことがありました。期成同盟会の中でも同じような

ことは前から工事事務所、県のほうにも出している、それも知っております。そういう状

況ですがなかなか進まない、それで現状に至るわけです。 

 ですから、これからどのくらいの考えで一緒にやっていくのか、その辺が私には見えな

いんですよ。私、こういうことを言ってはいけないんですが、取手東線バイパス、羽中地

先から今計画されているニュータウンを通って千葉竜ケ崎線のＮＴＴのところへぶつかる

予定なんですが、以前はそれが押付新田の土手まで行ったんですよ。そうしますと大変有

効価値があったんですが、今計画されているところで道路が終わりということになると、

余り利用価値というのはないのかなという感じはします。しかしながら、これは利根町の

以前からの要望でございましたので、千葉竜ケ崎線まで何としてもやっていただきたいと

いうのが私の念願でございますけれども、町長、今、取手東線バイパス、中田切のＮＴＴ

のところまで何としても一日も早く開通したいという気持ちはありますか、その辺をお伺

いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほど鬼澤都市建設課長からもありましたように、毎年県のほう

にお願いして、一日も早く完成するようにということで、そのように思っております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 道路のほうはわかりましたけれども、今度、経済課長にお伺い

します。 

 西部地区が今いろいろとやっているところでございます。本当にご苦労さまです。何と

してもこれは実現していただきたい。また実現はすると思います。私は信じています。 

 それで、西部地区の事業は工事としては、今の目安として、あと何年ぐらい先になった

ら工事に入れるような予定ですか。 

○議長（井原正光君） 大越経済課長。 
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○経済課長（大越直樹君） ただいまの若泉議員のご質問にお答えをいたします。 

 今の西部地区の工事、いつごろ入れるかということだと思うのですけれども、今現在の

状況を申しますと、ことしの３月、西部地区の事業計画の概要ができまして、それを地元

のほうに説明に上がっております。それをもちまして、現在、仮同意をとるということで

地元の役員さん方に活躍をしていただいているところでございます。 

 その仮同意が95％まとまりましたならば、国のほうへの申請ができるということになり

ます。 

 万が一うまく国のほうに申請ができるという状況になりましたら、その翌年が設計に入

りますので、その次の年には粗造成には入れるという工程にはなります。ですから、今の

段階ですと平成29年とか30年に入れますよということはちょっと申し上げにくいので、流

れ的にはそんな形で流れていくということでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 経済課長のほうからの話ですと、非常に明るい見通しでござい

ます。私も大体30年のころには工事に入れるのかなと思うのですが、この基盤整備という

のは、１期工事、２期工事、３期工事、文地区は240ヘクタールぐらいあるんでしたか、

文間あたりよりも大きいと思いますけれども、そうしますと３期で終わるのか、４期で終

わるのかわかりませんけれども、果たして１期工事はどこから進んでいくのかもわかりま

せん、それもわかりません、もちろん今全然わからないと思いますけれども、そうします

とどんなに早く見積もっても、始まって終わるまでの間、工事が終わるまでの間、10年は

かかりますよね。 

 そこで、できることなら、こういうことは絶対避けてもらいたいんですよ。ニュータウ

ンのところの道路がなかなか進まないから、一番最後の４期工事とか何かにしちゃえと、

そういうことは絶対避けてもらいたい。 

 なぜかと言いますと、今のニュータウンと中田切の間の田んぼというのは、私、正確に

はわかりませんけれども、きのうも石井議員が言っていましたけれども、耕作放棄地が大

分進んでいるんですよ。利根町でも部分的に見たら一番進んでいるのが中田切地区なのか

な、私、そのように思っているんですよ。ですから、できることなら一番耕作放棄地が多

いところからやっていただければ一番理想的、あくまでもこれは理想の考えですよ。 

 それには、やはり道路が絡んできますから、道路と一緒にやっていかなければ、並行し

てやっていかなければ工事は進まないと私は認識しているんですが、その辺はどうなんで

しょうか。片方だけ行くというわけにいかないと思うのですが、どうですか。 

○議長（井原正光君） 大越経済課長。 

○経済課長（大越直樹君） それではお答えをいたします。 

 確かに若泉議員おっしゃるように、並行して進むのが一番よろしいと思います。要は農

地にしても、排水、それから、道路、これ必要でございます。そうすると県道のほうとの
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取り付けのぐあい、そういうのがございますので、その辺は同じような進み方をするのが

一番ベストだと思います。ただし、現実的にどちらかが早くなったり遅くなったりという

ことはございますので、その辺は両事務所で十分な調整を図りながら進めるということに

なろうかと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今、課長が言っていましたように、私もそのように思うのです。

ですから、今回はこの工事に関しては都市建設課と経済課と心を一つにしてタイアップし

て、それでやっていかなければいけないのかなと思っています。でも、利根町の都市建設

課の課長と経済課の課長がそのように思っても、やはり県のほうも絡んでいる、国のほう

も絡んでいるんです。ですから思うように行かない、それも私よくわかります。 

 その辺をお二人の課長が、そこには町長が、頭がいるんですから、町長も一生懸命やっ

てもらわなくては困りますけれども、課長が一体となってこれからやっていってもらうと

いう気持ちになっていかないと、なかなかこれは進まないのかなと思うのですが、鬼澤都

市建設課長、その辺はどのように考えていますか。 

○議長（井原正光君） 鬼澤都市建設課長。 

○都市建設課長（鬼澤俊一君） 私も議員ご指摘のとおりだと思います。 

 利根町の中で一致団結して、それを県のほうにお話をして早急な建設をお願いしていく

ということだと思っております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 両課長も、本当にタイアップして一緒に何とかやっていこうと

いう気持ちが強いですから、私も一安心の感じはしますけれども、やはり利根町というの

は、先ほども言いましたけれども、まずは農業に関しては基盤整備ですよ。基盤整備をし

っかりとやって、あと残るのは布川地区、布川地区も何とか努力すればできないというこ

とはないと思うのです。それでこの利根町の４地区全てで基盤整備を進めていって、将来

的にも農業で何とか暮らしていかれる町として残っていただきたいという気持ちを、私す

ごく強く持っています。 

 道路に関しては、できることなら羽中地先から、最初の計画どおり押付の堤防のところ

まで開通してもらいたい。ただ、今回の基盤整備、当然フレッシュタウンと押付の間の田

んぼも基盤整備をやるわけですが、その辺のところを道路として町長はどのように考えて

いるのか。 

 その計画予定された道路というものは、まだ白紙にはなっていないと思うのです。です

から、その道路を進めていくのか、それとも今の中田切の千葉竜ケ崎線までで終わりにす

るのか、その辺、今の町長の考えをお聞きします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 
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 基盤整備のほうの決定図面ではないですけれども、図面ができていまして、最初できた

図面というのは羽中から中田切、ニュータウンの北のところですね、あれとの連係性がな

かったので、県のほうにお願いして、要するに連携性を持たせるように、その図面に変更

していただきました。ただ、千葉竜ケ崎線から基盤整備の間まで、そこがまだ決定してお

りませんので、それもこれから地権者等のご意見等を聞いて連携を図っていきたいと思っ

ております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 違うんです。私が今聞いたのは、最初の計画、押付とフレッシ

ュタウンの間を通るわけだったんですよ。それでその計画はまだ消えたわけじゃないでし

ょう、白紙で消えちゃったというのではしようがないですけれども、消えていないと思う

のです。ですからその件に関して、今度の基盤整備であそこをやるわけでしょうよ。押付

前、それに関して道路はどのように考えているのかということ。 

 道路は全く考えていないのか、できることなら押付の堤防までやろうかという気持ちが

あるのか、それを聞いたんです。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほどから申しておりますとおり、竜ケ崎工事事務所と県南農林

事務所と町で協議して、今後進めていきたいと思っております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 町長、先ほど私も言いましたけれども、この件に関しては、町

長と随分やりましたよね。それこそ平成11年以降から四、五年の間、議事録を見ればよく

わかりますけれども、これはあくまでも利根町が何としても欲しい道路だからということ

で県にお願いしてやった道路なんですよ。だから、できることなら、今でも私は向こうま

で、押付の堤防まで道路が欲しいなという気持ちがあるんです。 

 今の町長の答弁ですと、結局相手任せ、相手次第という考えじゃないですか。そういう

考えにしか私には聞こえないんです。そうでなくて、利根町の町長としてその道路を、利

根町が最初は計画した道路なんだから、できることなら私つくりたいよと、そういう気持

ちがあるのかないのか、それを聞きたいんです。 

 そういうことなんです。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほどから申し上げましたとおり、ニュータウンの北側から千葉

竜ケ崎線にぶつかりまして、それで土手まで行くように基盤整備絡みがありますので、そ

れともとの竜ケ崎工事事務所の計画もありますので、それで押付新田の土手のほうへ道路

を持っていくような方向で今、県と協議をしているところでございます。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１０番（若泉昌寿君） 今、初めてそのように言ったんじゃないですか、その前は言わ



- 79 - 

 

ないでしょうよ、そういうふうに計画している、考えているって、今初めて言ったんじゃ

ないですか。最初からそのように言ってくれれば、私、ああそうですかお願いしますよと、

そういうことなんですよ。 

 いずれにしても何とか、できることなら、今回の基盤整備をやることですから、それに

伴って、できることなら一緒にやってもらいたい。それはそれでこっちに置いても構わな

いですけれども、まずは何としても今の中田切の前、あそこのバイパスとそこからの基盤

整備、それは一日も早くやってもらいたいと思います。 

 それで、先ほども言いましたけれども、一番最後の工期にはしないでもらいたい。でな

いと、ますますあそこは耕作放棄地がふえるばかり、ですから何としても、できることな

ら道路のほうも一緒に一生懸命やっていただいて、それでまとまって、一番先にあそこか

ら工事に入れるような、そういう意気込みでやってもらいたいと思います。ぜひともよろ

しくお願いします。これで終わります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時４６分休憩 

                                         

午後２時００分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ５番通告者、３番石山肖子議員。 

〔３番石山肖子君登壇〕 

○３番（石山肖子君） ５番通告、３番石山肖子でございます。 

 昨日の報道によりますと、アジアの中で日本が発見したニホニウムという元素が、そう

いう名前になる方向でということが報道されました。この元素、実は、その発見に至って

は９年以上の研究を続けたそうです。その元素というのは0.002秒しか存在しないもので、

しかしその発見をしたということ自体は、これからの未来の世界中の科学の研究にとって

大事であるということを私は思いました。そのような地道な研究を国が後押しして、今回

の発見、命名となったわけです。 

 そのような下支えをするような研究と同じように、私は今回協働のまちづくりについて、

この町にとって何が下支えになるかということを考えるときに、協働の理念というものを

これから町のほうでも、住民のほうでもよく浸透させて、そしてまちづくりに参加してい

っていただきたいと思うところでございます。 

 たびたび協働について質問させていただいている理由ですけれども、協働の理念が自治

体経営でうたわれるようになってから久しいです。しかし現状として、人口減少社会の到

来、少子高齢化という現状においても、共助の社会、この実現が自治体の課題解決にとっ

て不可欠である。つまり共に支えることによってしか解決し得ないと私は考えます。協働



- 80 - 

 

による自治体経営の実現の努力が、引き続き必要であろうと考えるからです。 

 明治大学の牛山久仁彦氏によりますと、自治体における住民協働の課題として二つ挙げ

ておられます。 

 一つは協働のための資金確保、ＮＰＯ、市民活動など住民団体を支援する中間支援組織

のあり方が課題となる。二つ目に、そうした活動の多くに団体が取り組むときに、協働の

取り組みが活性化するためには人材の育成も不可欠であろう。そういう意味で協働の人材

を育てるための地域大学等が浦安市、横浜市、相模原市などで試みられております。 

 自治体経営の課題としてたくさんのことがあろうかと思いますが、協働のまちづくりガ

イドラインというものがございます。2015年３月に発表されました。そこからの引用です。

「町が直面する課題は山積みしていますが、豊かな暮らしに対する課題や問題を身近に抱

え、その解決への底力を持つ住民の皆様の参画をいただき、行政と皆様との協力により現

実的で効率的な活動が生きる社会をつくっていくことにしました。」とうたってあります。 

 さて、（１）番目の質問、協働のまちづくりのガイドライン、これにうたってあります

協働のまちづくりのツールである住民協働事業補助、里親制度施策の進捗をお伺いいたし

ます。 

 以降の質問は自席で行います。 

○議長（井原正光君） 石山議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは、石山議員のご質問にお答えをいたします。 

 「協働のまちづくりのツールである住民協働事業補助・公共場所の里親制度施策の進捗

について」とのご質問でございますが、まず、住民協働事業でございますが、平成26年度

から制度が開始され、平成28年度事業を含み３件の事業につきまして補助金を支給してい

るところでございます。 

 次に、公共場所の里親制度施策の進捗についてでございますが、現在、公共の公道や公

園などにおきましては、自治会・ボランティア団体の方々が積極的に掃除等に当たってい

ただいている状況にありますので、現状でも住民の方々が里親制度以上に愛情を持って管

理していただいていることから、里親制度を制度化することにつきましては、自主的な取

り組みに規制を加えることにもなりかねませんので、現在のところ制度化する予定はござ

いません。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 里親制度と住民協働事業補助、これについて現在の状況をお伺い

いたしました。 

 この協働のまちづくりガイドラインというのは、私たち住民が行政とともに社会貢献を

するような働きをするための道標であると思うのです。この道標をつくられたということ
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は、これからいろいろな手法を使って、この協働の理念を啓発していかれると思いますが、

例えばその啓発の手法としてポスターですとか、講演会、シンポジウム等、それから、ガ

イドラインを設置したということが、その理念を啓発しようということで行われているこ

とと思います。 

 確かにいろいろな手法がございまして、協議会の設置ですとか、そういう組織的なもの

を体系的につくっていくこともありましょうが、利根町においてはその啓発普及に力を入

れるということで、町は推進していっていると理解いたします。 

 （２）の質問についてですが、ガイドラインの７－２には、「協働推進の基本方針・環

境整備について、行政内部の協働推進体制の整備として協働推進スタッフを関係部署に置

く」とありますが、どの部署に関係スタッフを置かれましたでしょうか、進捗をお伺いい

たします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 ガイドライン７－２協働推進の基本方針・環境整備について、２の行政内部の協働推進

体制の整備ということでございますが、協働推進スタッフを関係部署に置くとありますか

ということでございまして、町の現状は、まちづくり事業に関しましては範囲が広く、協

働推進スタッフという名目ではなく、関係各課の担当職員が窓口といたしまして事業に当

たっているという状況でございます。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 協働推進のスタッフを各課に置いているということでお答えいた

だきましたが、これについては、スタッフの中で連携をとっていると理解してよかろうか

と思います。なぜならば、この協働という概念が難しいものでありまして、近年におきま

しては、例えば相模女子大の松下啓一氏という方がおっしゃっております。 

 行政と住民が一緒にやる協働もあるけれども、協働には一緒にやらない協働もある。地

域の住民が当事者となって地域の課題を解決する際、理論的枠組みが必要であって、それ

が協働である。一緒にやるというのは手段であって目的ではないとおっしゃっています。

そういう意味で各課が連携をとる、そのことも私は協働の一つだと評価いたします。 

 ここで私がこの協働のまちづくりの推進について、そのガイドライン以降のアクション

を願っている理由ですけれども、ある町を紹介いたします。私事で僣越なんですけれども、

生まれました九州宮崎県都城市に隣接する三股町というところです。ここは、40年前に私

がそこを出たときに１万4,000人ぐらいの人口でした。さしたる企業も立地していない小

さな町なんですが、現在２万5,000人を超える人口、それから、人口増加率が平成22年、

27年で県内トップの2.5％、年少人口が平成27年に17.0％という町です。確かに隣の都城

市には有名な霧島酒造もありまして、交通の要衝でもあったことから、隣町の三股町とい

うところはベッドタウンとして発展している。 
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 私はこの利根町を、子育ての町として選んで移住してまいりました。配偶者が通勤しや

すいこと、そして自然環境が豊かであること、それに加えまして自分の生まれた町と規模

が似ていたというところがあります。そこで、その人口については興味があって、つい最

近２万5,000人を超える人口となっているということにびっくりいたしまして、それでそ

の理由なんですけれども、なぜ人口がふえているか、確かに少子高齢化に向けて子育て支

援、この施策は充実しております。町立図書館にもいろいろな工夫がされて、小さな子た

ちの子育ての支援をしている、そのようなところです。 

 特筆すべきは、この町は平成の大合併時に合併吸収されず、都城市に入らなかった経緯

があります。ということは、この町は自立の選択をしたということではないかと思うわけ

です。自立の選択をして、今、なぜまだ人口がふえ続けているのか、確かにこれからも平

成25年問題と言われるところに行くまでの間の、同じような日本の流れに対して、先を見

据えていろいろな取り組みをこの町はしておりますが、やはりそんなに人口はふえない。

この町がなぜそのような安定した人口を保っているのか、確かにベッドタウンとして、そ

して子育てが充実しているところに皆さんが集まってきているのではないかとは思います

が、歴史の要因もあるでしょうけれども、面識社会の度合いが強い、そして地域住民と行

政の距離が近い、それから、協働のまちづくりも推進しています。協働のまちづくりの基

本条例もつくっております。そして町長が率先して地域に出かけている。そのような状況

でございます。 

 そのことを私も、たまたまですけれども、生まれた町がそのような状況であるというこ

とから、何かヒントがないかなと思って調べましたところ、協働のまちづくりを町民と共

有しているという状況が、その一つの要因だというふうに思います。 

 このまちづくりガイドラインを道標にして、町民参画を促す次のアクションをどう起こ

されるのか。ガイドラインはつくりました。では次にどのような施策をお考えなのでしょ

うか。 

 ③番の「単に行政経費の削減を目的にするのではなく、市民が広く社会貢献活動に取り

組める環境を、調査研究や事業施行などを織り込みながら整備していかなければならな

い」とうたってありますが、そのための環境づくりをどのように行っていかれますか、お

答え願います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 現在、町では町民の交流が図られるイベントが各種開催されております。今後は、より

多くの町民の方がイベント情報を把握できるよう、町公式ホームページ、広報とねの充実

を図ることはもとより、この５月からは町公式フェイスブック、並びに町公式ツイッター

を開設し、町のイベント情報等を掲載しているところでございます。 

 また、町民の方が興味を持ち参加してみたいと思えるよう、イベント内容を充実させて
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実施してまいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 広報紙、それから、イベント等を充実させていくということです

が、協働のまちづくりについてのＰＲ等は具体的には何かお考えでしょうか。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） 石山議員のご質問にお答えします。 

 まず、協働のまちづくりの概念なんですけれども、先ほど冒頭で石山議員が言われまし

た効率的な活動ができる社会をつくっていくというのが一つございました。これを進める

に当たりましては、自主性の尊重、自立化、相互理解など協働の原則にのっとりまして、

住民と行政、それぞれの役割を踏まえて進めていくということになります。 

 情報の発信なんですけれども、今年度から始めましたフェイスブックであるとかツイッ

ター、これに関しましては単に行政情報を載せるだけでなく、住民活動や利根町にかかわ

っている個人の活動なども発信すると、そのほかの地域資源の再発見であるとか掘り起こ

し、これも行っていくつもりでございます。身近であるけれども、今まで知らなかったよ

うなことも情報として届けていこうと考えております。 

 そのような中で自発的に住民の方が発案されて事業をしていくと、それに対して町のほ

うも協力をしていくという体制を、少しずつですけれども、情報を提供することによって

進めていければいいなと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） ホームページの中におきましても、私も毎日拝見しておりますフ

ェイスブック、ツイッターなどの利用によって、生の動画ですとか写真等が掲載されてい

て、リアルな息づかいみたいなものも伝わっているということで、大変よろしいかと思い

ます。引き続き、そちらのほうはお願いいたします。 

 これからなんですけれども、協働で町をつくっていくということも、そのような発信の

中で強調して盛り込んでいっていただきたいと思いますが、町全体として協働の町をつく

っていこうということを表明したほうがいいと私は思うわけです。協働の理念というのは、

町の発展のための見えない部分が多いですけれども、下支えになる部分だと思うわけです。 

 例えば先ほどご紹介した宮崎県の三股町というところは、まちづくり基本条例を平成24

年につくりまして、その中で各地区の自治公民館をまちづくりの基本単位として、また地

区座談会を毎年、町長初め行政が出向いて各地区で開催しています。ですから、電子的な

発信、ホームページからの発信以外に、地区との対話をこれからつくっていく、もちろん

今もあると思いますけれども、協働のまちづくりという理念を携えて町民と対話してほし

いというのが、私の願いでございますが、そのときに（４）番の質問になるんですけれど

も、地域コミュニティーを醸成していくという観点から、どのような単位のコミュニティ

ーを想定して、例えば対話を行っていかれるのか、その辺、お考えがございましたらお願
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いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 どのような単位のコミュニティーを想定し、どのような形でまちづくりの協議を住民と

行っていくかということでございますけれども、前にも同じ質問をなさっておられますの

で、答えは全く同じになろうかと思いますけれども、やはり自然災害などでの地域コミュ

ニティーの必要性を考えますと、利根町におきましては、自主防災組織の単位でもありま

す行政区が適当な単位であろうと考えております。 

 また、まちづくりの協議でございますが、まちづくりは地域コミュニティーの単位とは

別に個人や団体などさまざまな主体があるかと思います。町ではこれらの活動に対し、自

主性を尊重するとともに、自立化を図っていくほか、共有できる目的があれば、必要に応

じ協議を行うなど、積極的なまちづくりを進めていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） そうしますと、行政区をその単位とするということで理解いたし

ましたが、確かに防災のこととか防犯のこととか、そういうことで地域の住民が同じ思い

を持って活動する、テーマ性を持って活動するには、この行政区、それから、自治会単位

のそういうところが適当なのかなと思います。 

 今のお答えによりますと、自治会を充実させていく、自治会に対して行政がこれからも

その支援をしていくということでしょうか。 

○議長（井原正光君） 飯塚企画財政課長。 

○企画財政課長（飯塚良一君） 石山議員のご質問にお答えします。 

 自治会に対しましては、自主防災組織の単位が自治会であること等で、防災面でいろい

ろな支援を行っているかと思います。そのほか、コミュニティーという形とちょっと離れ

るかもしれないんですけれども、出前講座なども行っておりますので、必要に応じて要請

していただければいろいろな分野がありますので、その中で協議していってはいかがかと

思います。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 自主防災組織というのは大変大事なものだと思います。私もコミ

ュニティーの単位ということについては、調べてみましたけれども、小学校区ですとか、

そういうものを単位にした調査、そういうところで協働のまちづくりを行ったところのデ

ータとかございますけれども、すんなり行ったところがないようでございます。 

 先ほど例を挙げました宮崎県の町ですけれども、そこと利根町との状況は違うところが

あると思います。協働のまちづくりというのは、町の発展を下支えする重要な概念だと思

いますので、これからもその概念をＰＲしていっていただきまして、できましたらガイド

ラインがせっかく設置されたわけですから、研修ですとか、それから、講演会、シンポジ
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ウム、各種イベントなど、これも盛り上げていっていただきたいと思います。 

 やはりまちづくりは協働の理念、それから、教育であろうかと思っております。日ごろ

の町の職員の方々の業務に対しては感謝を申し上げておりますが、先ほど各課で連携をと

っていく、協働していくスタッフがいらっしゃるということですので、ぜひ日ごろから町

のほうにも出ていっていただきまして、次に地域おこし協力隊も募集されているようです

が、その方々が入ってきたときにもいい機会だと思いますので、町の中に入っていただい

て現場の状況を把握していただいて、協働のまちづくりについては尽力をお願いしたいと

思います。以上で１番の質問は終わります。 

 ２番の質問に移ります。地域住民の学校区における協働推進について。 

 この質問をさせていただく理由ですけれども、行政からの協働のまちづくり施策につい

ては、先ほどの１の質問でさせていただきました。それでは地域住民からのアクションと

いう意味で、その入り口というものを住民は探しているところがございます。その中でも

各小学校において地域の方が学校で力を果たしていただく、それが一番身近かなと常々思

っておりました。 

 最近では、各小学校におかれましては学校だよりを各自治会を通して回覧していただい

ております。学校だよりで児童の様子もわかります。それから、先日は地域の知り合いの

方に教えていただきまして、利根中学校の野球部の練習試合などに行ってみました。そう

いうところで地域の子供たちは私たちが育てるんだ、地域で育てるんだということを実感

した次第でございます。 

 常日ごろ学校の先生方、多忙な業務、本当にご苦労さまです。日ごろからお見受けして

おりまして、そのような先生方が授業に専念していただくために、地域住民が何かお手伝

いできないかと考えております。 

 １番に考えられるのは学校周りの環境整備、花壇、それから、庭木の剪定、池とか、そ

ういうものの整備などが考えられるのではないでしょうか。利根町において、まちづくり

に住民がかかわる身近な場として小中学校の教育現場を考えました。結果として児童生徒

の学力向上に寄与すること、それで教員の業務負担軽減のための環境整備などに住民が参

画する機会をどのようにつくっていかれるか、そのお考えがあるかどうか、お答えをお願

いいたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） それでは石山議員のご質問にお答えいたします。 

 小中学校の教育現場におきましては、地域の先輩方をそれぞれお招きしまして、得意分

野の授業や活動をしていただいております。物語の読み聞かせや、子供と大人による世代

間交流競技、通学・見守りボランティア、ＰＴＡ活動など、さまざまな住民の方がかかわ

りを持ちながらご協力をいただいているところでございます。 

 このような活動を通して、子供たちが地域とのかかわりの中でコミュニケーション能力
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を深め、学校の教育課程にはない勉強以外の知識や経験を通して生きる力を伸ばし、人間

形成の糧になっているものと考えております。 

 今後、児童生徒と地域の方々との交流を深めることにより、さらに子供の成長に寄与す

るとともに、経験豊かでさまざまな得意分野を持っている地域の方々の参画・活動できる

場として、小中学校の児童生徒のサポートを推進していただけるよう働きかけていきたい

と考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 地域の方々が、子育て、子供たちの学力アップのための周りの環

境整備についてお手伝いができるということは、大変幸せなことでございます。そのこと

を推進していかなくてはならないと考えたのは、布川小での体験があったからです。 

 ６年前に学校支援地域本部、それが立ち上がって３年間やったときに、ボランティアを

募りました。そのときに既にその学校だより等を回していただきまして回覧していただい

ていたことが、ボランティアを募るいいルートとなったわけです。それは学校図書館の整

理ボランティアでしたけれども、20名以上が手を挙げて、保護者の方から地域の方、そう

いう方が手を挙げられていて、年配の男性の方も見えられました。 

 ですから声かけをすれば、それをやりたいなと思う人が、地域の回覧板などはちゃんと

目を通していると思いますので、学校の様子も知り、それから、学校の予定ですね、特に

中学校などは、この春ですと部活の試合とか、そういうものの様子も目にすると関心も高

まりますし、自分も何か役に立ちたいと思うと思います。 

 一つ懸念はございますけれども、というのはボランティアというのは無償ですよね。そ

うしますと頼みにくいというか、学校のほうとしても無償だと頼みにくいかなという部分

も出てくるかとは思いますが、そういうことも含めてボランティアを募集するということ

もできたということで、私報告しているわけですけれども、これからどのように具体的に

住民に声かけをされていくか、学校だより以外にも何か方策がありましたらお伝えくださ

い。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今、おっしゃられましたように、小中学校のボランティア募集

については、先ほどからもお話の中で出ておりますが、学校だよりをそれぞれの小学校、

中学校で発行しております。これを地域に回覧させていただいて、地域の方々にも目を通

していただくように進めておる次第です。 

 この回覧につきましても、昨年度、井原議長のご提案により、カラーでつくったものを

回覧させていただいておりますので、より見やすくなったのではないかと思います。 

 また、回覧でございますので、一部一部家庭にお配りすることはできませんので、どう

しても見落としてしまったりとかという部分につきましては、利根町のホームページを開

きますと、そこから教育委員会を通じて各学校へのホームページができております。その
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ホームページの中に学校だより、それから、行事等、いろいろな学校の様子がご案内され

ておりますので、そちらをごらんになっていただいて、こういう活動をしているので、こ

ういう方々を協力していただけないかという募集とかが中に含まれているかなと思います

ので、そういうのをご参考になりながら、地域の方々にさらなるご協力をしていただける

ようにご期待申し上げますとともに、先ほども出ましたように、ボランティアでございま

すので、学校と協力して地域の方々が子供たちを育てていくんだという気持ちの中で取り

組みを進めていただけることをご祈念申し上げたいと思います。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 学校だよりについてはカラーでということで、そこは私も聞いて

いなかったようですけれども、回覧とはいえカラーで各家庭に回っているということが大

事なのではないかと思います。 

 そして言われたとおり、ホームページが各小中学校も充実してきているようでございま

す。拝見させていただきました。できましたら、各小中学校の行事予定ですね、次の月、

その次の２カ月先ぐらいまでの、例えばこの前は陸上競技会などがございましたが、そう

いうものを拝見しますと、そういうものにも応援に行くようなことができますので、ぜひ

予定については、目にとまりやすいような方法でホームページにのせていただけるようお

願い申し上げます。 

 それで、ボランティアについてですけれども、ちょっと確認だけさせていただきますが、

学校の先生方の多忙な業務を軽減するというのが目的の一つでもありますから、学校周り

の環境整備ということで、例えば花壇の整備、それから、植栽の剪定、それとか池または

ビオトープも布川小にはあったと思うのですけれども、そういうものを管理するようなと

ころはボランティアとして募集はできますでしょうか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 学校環境について非常にご協力をいただいているところでござ

います。今、石山議員がおっしゃられたように、学校での花壇とか、そういうものにつき

ましては、なかなか職員の手で賄い切れない部分がございます。年に何回かグラウンド整

備や周りの校舎内外の草取りや、そういう整備を地域の方々が率先してボランティアでき

て草刈りをやっていただいたりとか、早朝から草刈りを手伝いに来てくれたりとか、本当

に学校としましては助かっている次第でございます。 

 そういう部分で、行事があるないにかかわらず、年間を通じてご協力いただいている地

域のボランティアの方々もいらっしゃいます。幾つかの会の方々、例えばでございますが、

文小学校をグラウンドゴルフの会場としてグラウンドをつかっておるので、そういう草刈

りのときには協力しますよと、地域の組織の方が率先してやっていただく。大変すばらし

い活動かなと思います。 

 もっともっと地域の方と学校が連携を密にして、すばらしい子供たちの教育環境が整え
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られるようにご協力いただければ大変ありがたいなと思います。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） それでは、そのボランティアの募集等もまたじっくり考えられて、

実際の活動が協働してまちづくりをする、子育ても一緒に地域でやっていきましょうとい

うような、そういうところも醸成していく過程で、必要とあらばボランティアを募集して

いただければと思います。 

 既に今の状況でも防犯ボランティア、防犯パトロール、校内のパトロール、それから、

登下校時の立哨等も率先してやっていただいているようですので、その方たちが連携して、

同じ地域の子供を自分たちで育てるというところで連携がとれていけばよいかなと思いま

す。 

 当面は学校のほうでその募集について、それから、そのボランティアが応募してきたと

して、その後のコーディネートというのもお願いできないかというところで、今のところ

地域のボランティアをコーディネートする中間支援組織みたいなものはございませんので、

当初は学校のほうでそれはお願いできればと思います。以上で２の質問については終わり

ます。 

 最後の質問の３番、学校教育における図書利用の促進について。 

 これも何遍も質問させていただいて恐縮ではございますが、学校教育においての図書利

用促進策として、利根町読書推進計画というものが４月に発表されました。子ども読書活

動推進計画というのが、これは古くて新しいといいますか、子供の学力にとっては下支え

となる読書を推進しようというものでございます。利根町においては、この図書利用促進

策をこの読書推進計画の中にどのように記載されたのかお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 石山議員のご質問にお答えいたします。 

 平成28年３月に策定されました利根町子ども読書推進計画の４、学校における読書活動

の推進の中で現況と課題について、次のようにうたっております。 

 子どもが多くの時間を過ごす学校は、読書習慣を形成する上で重要な役割を担っていま

す。学校では、国語科を初めとする学習活動全般を通じて多様な読書活動を展開し、子ど

もが意欲的に読書に取り組めるように工夫しております。本の紹介や本を通しての交流活

動、朝の読書などの取り組みは、読書の楽しさとともに心の豊かさを育んでいます。 

 特に全小中学校で実施している朝の読書は、静寂の中で１日のスタートを切り、心を落

ち着けて学習に取り組むことができるなどの成果を上げております。 

 読書活動をさらに推進させるためには、子供たちのニーズに合った読書環境の整備や読

書を日常的なものにする指導を充実していくことが大切です。そのため、本町では、今後

も図書資料の充実を進めるとともに、各小中学校に配置された専門の知識を持つ司書教諭、

学校図書館司書を中心に、子供たちの多種多様な興味・関心に応えられるように環境整備
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をしていくことが必要と考えております。 

 また、取り組みの方向性としましては、主体的・意欲的に読書活動を行う子供たちを育

てるためには、いろいろな機会、場面を通じて読書に対する興味づけをし、読書の楽しさ

を味わわせることが必要でございます。それには、教職員や保護者、学校図書館ボランテ

ィアなど、周りの大人がみずからの読書活動を豊かにし、読書のよさを語ったり良書を薦

めたり、読み聞かせ等の時間を設定することが必要です。 

 本との出会いや読書に親しむ機会づくりを推進していき、また、魅力的な学校図書館に

するため、町図書館等との連携を深め、利用しやすい図書館づくりを推進していきます。

さらに、学校図書館司書と学校図書館ボランティアとの協働を薦め、「人のいる、開かれ

た学校図書館づくり」を推進していきます。 

 また、具体的な取り組みとして、一つは教職員参加の読書時間の確保と多様な読書指導

の展開、二つ目は家庭や地域と連携して取り組む読書活動の奨励、三つ目は良書の紹介と

読書傾向を広げる指導、四つ目は図書資料の充実、五つ目は学校図書館司書と学校図書館

ボランティアとの協働、六つ目がＰＴＡによる読書活動の推進、七つ目が学校における図

書委員会の充実、八つ目が学校図書のデータベース化の推進を取り組んでいきます。 

 今後とも、以上のような取り組みを通じて、小中学校における図書利用の促進を進めて

いきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 子ども読書活動推進計画というものを説明していただきました。 

 家庭、地域、学校、それから、幼稚園、保育所、それから、子育て支援拠点等、それと

町の図書館、学校の図書館、このようなものが体系的に、包括的に子供の読書活動を助け

ていく、支援していくように、利根町でも進んでいってほしいと思うところでございます。 

 今のお答えの中で、確かに朝の読書活動ですとか、おうちでの読書活動、それから、Ｐ

ＴＡによる支援、読み聞かせ、それから、データベース化等いろいろございましたけれど

も、この図書資料の充実というところで同じようなことを言っている市がございまして、

先日行ってまいりました九州の福岡県小郡市というところです。ここは、読書のまちづく

り日本一を目指してということで、市長がマニフェストとして掲げたようでございます。 

 なぜこの市を紹介するかと申しますと、この市では町の図書館を１回指定管理者のほう

に移行したんですけれども、この市長になったところで、また直営に戻ったといういきさ

つがある市でございます。その直営に戻った理由というのは、この市長が言っておられま

すけれども、行政のほうの動きを効率的にするために指定管理者制度にしたのかもしれな

い、それから、財政についての効率化を図るという点でそうしたのだけれども、結果的に

ノウハウの蓄積がうまくいかなかった、それから、伝達したりするときのタイムラグが発

生するという理由だったらしいです。 

 そのようなことで、私も興味をいただきましてインタビューなりをしてきたんですけれ



- 90 - 

 

ども、その中で一番印象に残ったのは、じゃあ業務の効率化とか財政上の効率化を図る、

少ない予算でどのように効率を上げるかという点で、この図書資料の充実、それから、ど

のように回転させるか、この図書館は23万冊蔵書があります。利根町はたしか13万冊か14

万冊ぐらいの蔵書ですよね、５万9,000人の市としてはそんなに多くはないと思うけれど

も、ですが、図書資料を十分に回しているわけです。２倍ぐらいの蔵書の貸し出し数があ

るということです。 

 そのことが財政上の削減を図るという意味もありますけれども、それは職員の雇用につ

いての削減はできますけれども、それ以上に直営に戻した意味は、図書資料を十分に回し

たということです。その回すという意味は、やはり選書の段階においても少ない予算の中

でいい本を選んで、そして町全体で小学校、中学校、高校、それから、施設等をネットワ

ークでつないで、その中で相互貸借をしたと、そこでの効率化を図ることが財政の削減に

なると私は理解しました。 

 その点を、利根町にも立派な図書館があります。14万冊の蔵書がありますと、これから

の選書もそうですけれども、ぜひ小中学校にはデータベース化をして、その相互貸借がで

きるような状態にしていただきたいなと思いまして何遍も質問しているわけでございます。 

 今後、これから蔵書のデータベース化等がどのように具体的に進んでいくのか、今は布

川小が入っておりますが、その様子もごらんになっているかと思いますが、そのメリット

を十分理解していただいた上でデータベース化をしていくことが肝要かなと思いますが、

これからの計画をお聞きいたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 図書館ネットワーク構築の進捗とのご質問でございますが、町

内の小中学校図書館の電算化状況でございますが、布川小学校は既に図書の電算化は終了

しております。現在は文小、文間小、利根中学校の電算化に向けて、先ほどもお話があり

ましたように、図書ボランティアの方を中心に学校と連携しながら作業を進めているとこ

ろでございます。 

 経年的に実施しているという状況でございますが、その進捗状況ですが、各学校で本に

データベース化するための読み取りのバーコードを張っていく作業、これを行っている次

第でございますが、何せ何千冊とございますので、それに多少時間がかかってしまってい

る状況がございます。それが行われ次第、終了後にコンピューターを導入して、本の情報

を入力して作業をしているという状況でございます。 

 学校全体の図書館の電算化がなされまして、その後に公共図書館と学校とを結ぶネット

ワーク事業に推進していくものと考えている次第です。 

 図書館では、学校との連携・協力強化という観点に立って、学校への支援については積

極的に行うよう努力していただいております。ネットワーク化が完了するまで、学校への

支援の一つとして学校に長期間図書を貸し出す団体貸し出しを行っております。これによ
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り、児童生徒の読書環境の充実を図っているところでございます。 

 布川小学校では電算化を進めていく段階で、本の情報の入力作業などを図書館職員がサ

ポートしておりまして、布川小学校以外の学校では、現在、本のバーコード化を進めてお

りますが、このバーコードは図書館で作成しており、ネットワーク化に支援しているとこ

ろです。 

 今後、ネットワーク構築により各学校間の蔵書の有効活用が図られ、不足した部分をお

互いに補うことにより、より一層充実した読書環境が整うものと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 

○３番（石山肖子君） 町の図書館を核としてそのようなネットワークをつくっていくこ

とのメリット、それを理解していただいているようで大変うれしく思いました。 

 これからですけれども、長い時間がかかると思います。それぞれの学校で準備をしまし

て、それから選書についても、それぞれの学校の方針、そういうものがあって初めて、そ

のつないだことの意味が出てくるわけです。 

 ですから、それぞれの学校で図書室と言いますけれども、正式名を学校図書館ですよね、

この学校図書館がどういう役割を持っているのかということを学校の職員の方々、校長先

生なりが十分に理解していただいて、本当に使い倒してもらうぐらいの意欲を持ってやっ

ていっていただきたいと思います。 

 一つだけ確認をさせていただきますが、例えば確認といいますか、相互貸借をするとき

に運ぶ人が必要になるわけです。電子的につながってはいるけれども、運ぶものは書籍で

すから、本ですから、それを運ぶのに、先ほどご紹介申し上げた小郡市立図書館はシルバ

ー人材センターを使って、火曜日と金曜日に定期的に運んでいる。小学校と小学校でもあ

るし、高校と市の図書館でもあるし、そういうところを行き来しているわけです。そうい

うことで市の方々が働いているというところも拝見してきました。 

 ですから、図書整理についてのボランティア等も必要になると思いますし、そういう点

で人がいてこそのシステムだと思いますので、その辺を鑑みていただいて、これからもど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 今後の予定については、１年後か２年後ぐらいで小学校あたりが全部入るような感じで

しょうか、大体で結構ですので、計画をお答えください。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 具体的に何年とか、何月とかということは今現在では申し上げ

られないんですが、予定といたしましては各学校、布川小学校を除いた図書館での本の整

理及び電算化が進められることにより、バーコードの張り付け作業のめどができましたら、

次のステップである図書館システムの導入に向けての計画策定を予定しまして、予算要望

を行っていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山議員。 



- 92 - 

 

○３番（石山肖子君） それでは、教育長を先頭として、これからも計画をどのぐらいを

めどにというところで目標を持たれてやっていっていただきたいと思います。 

 図書館システムというのは、町の全体をつなぐわけですが、ほかの団体も考えられます

けれども、大学とかあれば、そういうところを図書館につなげるという形にしておいてい

ただきたいということと、町全体のことですから、どこが主導してこの計画を進めていく

のか、どのように考えておられるかだけお聞きして最後といたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 学校図書につきましては、教育委員会が主導的な立場で町の図

書館と協議しながら進めていければと考えております。 

○議長（井原正光君） 石山肖子議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時５６分休憩 

                                         

午後３時１０分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ６番通告者、６番船川京子議員。 

〔６番船川京子君登壇〕 

○６番（船川京子君） ６番通告、６番船川京子です。傍聴席の皆様におかれましては、

お忙しい中、お運びいただきましてありがとうございます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 初めに、未就学児の就学相談についてお伺いいたします。 

 利根町教育委員会では、平成29年４月に町内の小学校入学を控えた子供の保護者に対し、

１年前の平成28年４月に就学相談のお知らせを行っています。落ち着きがなくじっとして

いられない、話や指示内容が理解できにくいなど、お知らせにはその相談内容が具体的に

記されています。小学校入学およそ半年前に、幼稚園や保育園の年長児に対し就学前健診

が行われますが、利根町教育委員会では１年前から就学相談のお知らせをしています。 

 入学を控えた子供たちが少しでもスムーズに小学校生活をスタートできるよう、保護者

や子供と一緒に就学に関する個々の課題解決に向け、具体的に取り組まれていると認識し

ています。けれど実際は、保護者が子供の様子に少なからず不安を抱いているとしても、

必ずしもみなが相談にお見えになるとは限らないのではないでしょうか。 

 平成26年第３回定例会で５歳児健診についての質問をいたしました。町長からは、現場

の課題として次のような内容のお答えをいただきました。 

 保護者の中には問題を指摘されたり、振り分けされることに違和感を持ったり、認めた

くないという態度をとり、療育相談への誘いを断る保護者がいること、また、そのような

思いを持つのは親として当然のことだとも考えるが、保健福祉センターの役割は支援者と
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して保護者の気持ちに寄り添いつつ、治療や療育の機会を逃すことなく支援に結び付けて

いくことが大切と、この答えにもあるように、特別な支援を必要とする子供を療育や適切

な支援につなげるには保護者の気持ちが大切だと感じています。 

 また、同定例会で教育長からは、教育委員会指導室が窓口となり、就学相談を行ってい

ること、幼稚園や保育園を巡回し情報を得、保健福祉センターで行っている乳幼児健診の

診断結果などを教育委員会と共有しながら、児童生徒の支援に係る適切な判断や必要な支

援を行う体制を整えているとのお答えをいただきました。 

 町では支援を必要とする子供に向け、丁寧に支援する体制が整備されていると理解して

いますが、先ほども申し上げましたように、保護者の気持ちが最も重要であり、大切であ

ると感じています。恐らく町担当課においては、乳児から見守る過程で、療育の場を必要

とする幼児の見逃しはほとんどないと思います。しかし、その次にある最も重要な対応が

必要な支援につなげることではないかと思います。 

 それには、まず親や祖父母など家族の正しい認識、理解、そして専門機関に少しでも早

くつながることが何より大事なことだと考えます。対応が遅れると、それだけ症状が進む

と言われています。しかし、親や家族が受けとめ、理解し、望ましい対応を見つけていく

には時間が必要ではないかと感じます。就学前健診から入学まで半年間という限られた時

間の中で適切な対応をすることができないまま、子供の就学を迎えてしまうケースもある

のではないでしょうか。 

 この課題を少しでも解決するために、親の気づき、考えるきっかけの場の提供や、保護

者が相談しやすい環境づくりの整備、強化を目指す新たな取り組みや工夫などをお考えい

ただきたいと願うところです。目指すところは本人である子供のこれからの人生と、その

家族のために、また時を同じくして育ち行く子供たちのためにも、就学前に適切な支援に

つなげることが最も望ましい対応だと考えます。 

 では、未就学児の就学相談についてお伺いいたします。 

 初めに、未就学児の就学相談件数やその内容なども含め、支援を必要とする未就学児の

現状と課題及び町における近年の傾向をお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 船川議員の質問に対する答弁を求めます。 

 杉山教育長。 

〔教育長杉山英彦君登壇〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、船川議員のご質問にお答えいたします。 

 未就学児の就学相談についてのご質問ですが、平成27年度に実施しました次年度に入学

する未就学児の相談件数は、延べ39件でございました。その内容ですが、発達に関する相

談が27件、身体に関する相談が12件ございまして、近年、相談件数は増加傾向にございま

す。 

 できる限り一人一人のニーズに合った合理的配慮ができるように、また、小学校や特別
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支援学校との円滑な接続ができるように連携を図り取り組んでいるところでございます。 

 一方、課題といたしましては、発達障害等、支援が必要なお子さん及びその保護者の方

に対する教育相談の周知がまだ十分になされていない点でございます。この点をさらに工

夫・改善し取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは、今、教育長からいただいたお答えの中での教育相談の

周知という部分を、もう少し具体的にご説明いただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今、お答えしましたように、入学前に、保護者の方と来年度各

小学校に入学する保護者の方の、いろいろ学校に対する入学するための疑問点とか不安、

いろいろな新しい学校に入るに当たっていろいろ質問等があると思うのです。そういうも

のを、カウンセラーを含めて指導室のほうでの対応として、相談活動として実施させてい

ただいておるんですが、実際、細かいところの相談にいらっしゃった方はおりません。そ

れを充実していくことによって、入学への不安や問題をできるだけ教育委員会としても解

決の方向に向けさせていきたいなと考えている所存でございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは、先ほど延べの件数で相談件数をおっしゃっていたんで

すけれども、延べということは、恐らく１人の方が何度か来られたという可能性もあるか

と思うのですけれども、そこで、このように自発的に相談に来られる方は、子供や家族に

とっても将来的にもよい方向へ向かうのではないかと考えます。しかし、なかなか自分か

らは相談ができず、不安な気持ちのまま過ごしてしまう方もいらっしゃるのではないかと

思います。 

 そういった方に対しては、学校教育課だけでは把握しきれない部分も、現場はあるので

はないかと考えますが、そういった相談に来られない保護者に対してはどのようなタイミ

ングで声をかけ、支援のお誘いをするなど、そのような対応をまず行っているのか、また

そういった対応ができるきっかけやチャンスをつくられたり、教育長のほうでそういった

対応をされているのかどうかお伺いします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今のご質問でございますが、本当に入学前に相談に来られる件

数はほとんどございません。ですから、こちらからアプローチをかけると言いますか、入

学前に就学相談という形で、各保育園、幼稚園等に、室長及び保健センターの方と一緒に

子供たちの様子を参観させていただいたりして、その様子を伺いながら、保護者の方と面

談をさせていただくという形をとらせていただいております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 今、教育長のお答えの中で、保健センターの職員の方や室長など
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と一緒に幼稚園や保育園を巡回し参観していらっしゃるというお答えをいただきましたの

で、これは私が出させていただいた次の質問と関連をしますので、先に次の質問に進ませ

ていただきます。 

 例えば入園式、卒園式などの式典を初め、保育参観、運動会や発表会など、保護者の来

園時に保健師や心理判定員の方にも参加していただき、保護者とともに集団の中での子供

のありのままの様子を参観し、共通認識を持つ事で、より親や家族の心が開き、相談しや

すい環境が整っていくのではないでしょうか。そして、改めて親子の状態を見ながら、個

別に対応する機会を設けることで、子供の早期療育に少しでも道が開ける可能性が見えて

くるのではないかと考えますが、町のお考えをお伺いいたしますという質問を次に上げさ

せていただいております。 

 そこで、このことをお尋ねすると同時に、先ほど教育長がおっしゃっていた子供たちの

様子を幼稚園や保育園を巡回されているという、そこの部分でどのぐらいの頻度で巡回を

されているのか、それもあわせてお尋ねしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 今の２番の質問につきましては、保健福祉センターのほうでの

取り組みなので、そちらで回答をしていただきます。 

 先ほどの、情報共有をするため、どのぐらいの頻度で協力しているかということでござ

いますが、現在、先ほども言いましたように、保健福祉センターと指導室の方が一緒に訪

問、応対、電話等を含めますと、約週に２回程度実施しているという状況でございます。 

 先ほどの件については保健センターのほうで答弁願います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 就学支援のご質問につきましては、以前からお答えをしているところでございますが、

利根町では20年以上前から早期療育には力を入れているところでございます。 

 乳幼児期では３歳児以前の１歳６カ月児健診から、発達検査のほかに問診なども強化し、

母親の訴えに耳を傾け、育児で困っていることなどや育てにくさなどを聞き取り、親への

支援を開始しております。 

 支援方法は、それぞれの子供の年齢・特性に応じ振り分けを行い、集団教室への参加に

よる支援、個別指導による支援などが就学前まで受けられるようにしております。 

 また、既に実施しております巡回相談では、指導室と連携し、年に数回、各保育園・幼

稚園を訪問しております。 

 健診から療育につながっている児童の様子を、保健師と臨床心理士が各所・各園を訪問

し、確認を行い、必要な支援や情報交換を行っております。巡回相談は３歳児健診以降の

転入児などへの対応も含めて、保護者への支援と同様、重要な役割を果たしているところ

でございます。 
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 就学支援の対象としまして、以前は年長児から対象にしておりましたが、現在ではさら

に年齢を引き下げ、年中児から個別支援のための連携を図っているところでございます。 

 今回のご質問でございますが、保護者からのより相談しやすい環境整備のための方法と

して、行事などの参観日に同席する方法をとられてはということでございますが、園関係

者以外の立場で同席するのは理解されがたい点や、保健師・臨床心理士のスケジュール調

整が困難などの理由から、現時点におきましては考えておりません。 

 町としましては、今後も各保育園・各幼稚園を定期的に巡回し、就学に向けて一層の連

携を密に行い、就学支援の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 先ほど教育長からいただいたお答えは、情報聴取のための対応が

週２回ということだったと思うのですけれども、私がお尋ねした、どのぐらいの頻度で保

育園、幼稚園を巡回されているのでしょうかという質問に対しては、町長のほうから年に

数回というお答えをいただきました。 

 それと、利根町が早期発見に力を入れていることは、これまでも、平成23年、26年と２

回にわたり５歳児健診の質問をしてまいりましたので、大変よく理解をするところでござ

います。 

 最後にいただいたお答えの、保護者ととともにありのままの子供の様子を見てほしいと

いうことに対するお答えなんですけれども、まず行事に幼稚園や保育園以外の関係者が参

加することに対しては、理解されがたいというお答えをいただいたんですけれども、日ご

ろから連携をとり巡回をされているのであれば、まずそんなに違和感は、現場はないので

はないかとの印象を持ちました。 

 それと、保健師と心理判定員の方のスケジュールがあわないというお話がありましたが、

確かに心理判定員の方とみながスケジュールをあわせるのは難しいことかもしれません。

でもちょっと角度を変えると、保育参観の日に焦点を充てて足を運ぶということであれば、

そんなに高いハードルがあるのかなというのは、外から見させていただいている印象なの

かもしれませんけれども、そんな印象を持ちました。 

 まず、そのことについてのご説明を１点お願いしたいのと、もう一つは、保護者の方と

プロの専門職の方が同時にありのままの、おうちとかではわからない、親と一緒にはいな

い時に見せるちいちゃなお顔を、お友達と遊んでいるありのままの状態のときに一緒に見

ることによって、親の気持ちが、よくも悪くも、必ずしもこれ心配事というのは特別な支

援だけではないと思うのです。そういった全般に関しても心を開く一つのチャンスになる

のではないかと思いますが、そこら辺のところは意味のないことでしょうか、どのような

お考えをお持ちでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 秋山保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長（秋山幸子君） ただいまの質問でございますけれども、まず行
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事にあわせることができるか、できないかというところでよろしいのでしょうか。 

 今現在、保健福祉センターのほうの母子保健療育指導にかかわっている臨床心理士は２

名で、臨床心理士というのは、そのほとんどが利根町に来ていらっしゃる方々もベテラン

の方々でございますけれども、利根町以外に月のスケジュールが全て埋まっている方々で

ございます。ほとんどが学校の教育委員会のほうでのスクールカウンセラーですとか、あ

るいは自分で発達心理士、あるいはそういうところでの別な事業を抱えている方々に来て

いただいております。 

 そういった中でのスケジュールをあわせる、そこに園のスケジュールにあわせるという

のは、まずこれは困難であろうと考えております。当然ながら町保健師に関しましても、

療育指導担当の職員は１名ということでやっておりますので、なかなか行事にあわせると

いうのが現時点では難しいと考えております。 

 また、同じ場でありのままを見るということの意義を今強く言われておりましたけれど

も、確かにそれは理解できます。しかし、町の保健事業の中で、先ほど巡回の頻度も教育

の答弁とずれていたということでございますが、定期的には年度初めと、それから、就学

児健診、これをもって定期的に各園１日１つの園を１日がかりで行っております。 

 そういった中で、それがこの後の教育委員会からのほうでもあると思いますが、場合に

よってはそれはあくまでも定期的ということで、それ以上にももちろん行っております。 

 それから、その支援の、あるいは監察の場として、そういった今、各保育園、幼稚園を

定期的に循環している中で、先生方から子供たちの様子、あるいは先生方からの情報から

保護者への直接のアプローチを行っているわけでございますけれども、支援のスタートと

しましては、こちらから直接声をかけることもありますし、あるいは園から保護者への声

かけで保護者のほうからつながってくる場合ですとか、また、保健福祉センターの方では

定期的に子育て講座なども開催しておりますから、そういった中でふだんの園の情報です

とか、来ていただきたい保護者へは、こちらからも積極的に声かけをしております。 

 そういった中で必ずしも行事だけで、行事だけとは言いませんけれども、そういったと

ころで補えない部分、別な部分でしっかりと情報を収集した中での積極的なアプローチを

行っております。 

 以前に、先ほど船川議員のほうが発達の遅れなど、そういった指摘をされたり、振り分

けされることで違和感を持ったり、認めたくないということで、こちらの療育相談への誘

いを断ってくる保護者がいるというのを以前に課題に出したことがありました。確かにそ

うですけれども、このような傾向というのは、比較的年少児、小さい子供さんの時点では、

そういう傾向にありますけれども、やはりある程度就学が近くなってくる保護者の方に関

しましては、こちらからの声かけには、大概はしっかりと応じていただけるという状況に

なっていると思います。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 
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○６番（船川京子君） 最後におっしゃった、「しっかりと応じていただける状況」とは

どういうことですか。 

○議長（井原正光君） 秋山保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長（秋山幸子君） しっかりと応じていただけるというのは、拒否

をするというような、そういうことへの、そういう態度はとらないで来ていただけると、

相談に応じていただける、こちらからの誘いかけに応じていただけるというような意味で

ございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 私がお尋ねしているのは、何が何でも保育参観に参加してほしい

とか、行事に参加してほしいとかということではなくて、例えばと申し上げたように、私

も以前申し上げましたが、県にも確認したところ、先ほどの町長のお答えにもありました

ように、利根町は20年かけて早期発見、早期療育の体制が整っているし、早期に発見する

部分も大変優秀だと認識をしています。 

 であるならば、先ほど教育長のお答えにもあったように、増加傾向にある現場の改善の

ために何かできることがあれば、もう一歩お考えいただけないでしょうかということを申

し上げています。 

 先ほど、ありのままの姿を保護者と一緒に見るということが、それはよくわかるという

お答えをいただきました。ということは、そこに全く意味がないということではないと思

います。なので、それに限るわけではないですけれども、今後の取り組みとして何か整備

を、体制強化とか新たな取り組みとか、そういった部分で考えていらっしゃることはあり

ますか。 

○議長（井原正光君） 秋山保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長（秋山幸子君） これは教育委員会のほうでの新たな取り組みと

してことしから始まったところでございますが、私のほうで答えさせていただきます。 

 新たな取り組みとしまして、今年度より、先ほど船川議員が就学相談のお知らせという

内容のものを読み上げていただきましたけれども、そのお知らせを各園に配布していると

いうことでございます。 

 それによりまして、相談を希望される保護者向けに就学に関する相談表が各保護者に配

られ、そして各幼稚園、各保育園に配られて、その相談表は当然保健福祉センターのほう

でもいただいております。そういったものを使って保育園あるいは巡回相談のときに現場

のほうから情報をいただく、あるいは保護者からいただく、そういった多方面からの対応

で、より保護者が相談しやすいような環境づくりというところを、今現在取り組んでいこ

うと、さらに先へ一歩としまして取り組んでいこうとしているところでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） この就学相談のお知らせを今年度から取り組んでいただいたこと
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は、大変うれしく思っています。平成23年、26年に５歳児健診の質問をしたときも、こう

いったことすらお答えの中にはいただけませんでしたので、この件に関しては大変うれし

く思っております。 

 しかし、先ほど課長のお答えの中に行事にあわせるのは難しい、臨床心理士が忙しい、

担当が１名だから行かれない、そういったお答えをいただきました。ここの部分はとても

残念に思います。 

 なぜならば、１歳半当たりから兆候が見られてわかる子供たちを目の前にしているにも

かかわらず、一人でも多くの子供に、人生にかかわることですので、きちんとした療育に

つなげてあげてほしい、そう思うから、そのために何か現場で、私も子供を育てた母親な

ので、保健師さんの存在というものが育てる上で、初めの一歩の上でどんなに大きなもの

なのかが、この質問をさせていただくに当たり何日も考えて思い出しました。 

 本当に双子で小さかったので、発達も遅れていたので、どれほど不安な気持ちで育てま

したが、保健師さんの３歳児健診の励ましで本当に救われた記憶があります。それだけに、

何とかいい形でできれば、お母さんたちが不安な気持ちを、心を開いて保健師さんに一人

でも多く相談できるような体制を整えていただければなと念願をいたします。 

 課長のほうから何かありますか。 

○議長（井原正光君） 秋山保健福祉センター所長。 

○保健福祉センター所長（秋山幸子君） 先ほどの答弁が、人がいないからできないと聞

こえたのでしたら、それは訂正いたします。人がいないからできないというよりも、今現

在はあらゆる情報交換を貴重な場としております。そういった中で保育園ですとか幼稚園

の先生方というのも、きちんと今はそういった中で情報交換が十分にされていると。ただ

あくまでも船川議員がおっしゃる保護者との同席というのが第１条件と言えば、それはな

かなか、それをクリアするというところでは、今現在は実施しますということは言い難い

部分だと思います。しかし、それを十分に乗り越えるだけの部分では日々努力をしている

というところですから、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは次の質問に移らせていただきます。 

 学習支援事業についてお尋ねいたします。 

 平成27年４月から生活困窮者自立支援制度が始まり、これにより生活全般にわたるお困

り事の相談窓口が全国に設置され、町としても対応されていることと思います。その支援

制度の中にある生活困窮世帯の子供の学習支援で、国は子供の明るい未来をサポートする

ことを目的とし、子供の学習支援を初め、日常的な習慣、仲間との出会い活動ができる居

場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子供と保護者の

双方に必要な支援を行うことを目指しています。 

 平成27年版子供・若者白書によると、平均的な所得の半分を下回る子供の相対的貧困率
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は、1990年代半ばごろから概ね上昇傾向にあり、2012年には16.3％となっています。子供

がいる現役世代の相対的貧困率は15.1％であり、そのうちひとり親家庭など大人が１人の

世帯では54.6％と、大人が２人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となります。これは、

17歳以下の子供の６人に１人が貧困状態にあり、母子家庭や父子家庭などひとり親家庭で

は２人に１人以上が貧困状態にあるということになります。 

 町の現状も著しくかけ離れてはいないのではと考えます。経済的格差は子供の学力にも

大きな影響を及ぼします。親の収入が少ないと十分な教育費を捻出することができなくな

り、例えば塾に行きたくとも通えないなど、学習面で不利な状況に置かれます。親が仕事

で忙しく、子供に宿題をしなさいなど勉強に目を向かわせる暇もない場合、子供は学習に

対する意欲が湧かなくなり、進学に悪い影響が出てきます。 

 また、学力が身につかず、高校を中退する生徒や大学進学を諦める生徒もふえ、就職に

も影響していくと考えます。そして生まれ育った家庭と同じように、経済的に困窮する負

の連鎖を生むおそれが出てきます。 

 茨城県では生活困窮世帯の子供の学習支援事業、いば・きら塾がスタートしています。

子供の貧困連鎖を断ち切るためには、学力の向上は重要課題の一つであると考えます。生

活困窮者自立支援法に基づき、貧困家庭の子供に行う学習支援事業について、町はどのよ

うなお考えをお持ちでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 生活困窮世帯の子供の学習支援事業についてというご質問でござ

いますけれども、まずこの事業の対象者は生活保護受給世帯、準要保護世帯の小学校４年

生から中学校３年生までの児童生徒で、週１回、３時間程度学習支援を行うものです。た

だし､夏季休業等の長期休業期間中は、週２回まで開設できることになっております。 

 現在のこの事業の進捗状況でございますが、茨城県から平成28年２月に町に事業実施の

ための協力要請があり、町としても事業の必要性を考慮し、最大限協力することとしまし

た。 

 そこで、この事業の実施に向けては、会場や学習支援ボランティア、事業所の責任者及

び支援員の確保等を行う必要があります。そのようなことを考慮しますと、町内の事業者

でこの事業を受託できる事業所としては、社会福祉協議会が適した事業所ではないかと考

え、社会福祉協議会と事業実施に向けて調整をしているところでございます。 

 今後、町としましては、会場及び学習支援ボランティアの確保、学習支援を受けたいと

希望する児童生徒の調査、また、勉強を教えていただく講師の紹介など、人材の提供等に

ついて積極的に協力をしていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 準備をされていることを大変よく理解いたしました。関連する質

問をさせていただきたいと思います。 
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 要保護、準要保護児童生徒に対する学習支援体制を整えていただく方向に進んでいるこ

とは、大変うれしいことだと思います。では、そのいば・きら塾の対象になっていない子

供たちの中にも、経済的な理由もあって学習支援の必要性を感じる児童生徒はいないので

しょうか。学習支援を行うことが望ましいと考えられる児童生徒が、この対象以外にも見

受けられるのであれば、その子たちにはどのような対応をお考えになっているのかお尋ね

いたします。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 

○教育長（杉山英彦君） 船川議員の質問にお答えいたします。 

 学校教育の場におきましては、生活困窮者にかかわらず学習支援を必要とする子供たち

は多少見受けられます。クラスの中で支援を必要とする子供たちにつきましては、分け隔

てなく、その時間、その時間、個別の指導を行ったり、グループ活動などの折にＴＴの先

生がより細かく指導するなど、配慮を心がけております。支援に当たるよう各学校に申し

述べております。放課後等時間の許す限り、個別の指導、補習授業なども行っております。 

 それから、本年度より町の事業としまして算数、数学に特化した学力学習の充実を図る

ためティーム・ティーチング、非常勤講師を町内小中学校それぞれに２名ずつ配置し、複

数の教員による学習指導を実施しております。いずれも教員の免許証を持ち、児童生徒一

人一人にきめ細やかな指導を行っております。今後この効果が期待されていくことと思っ

ております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） 教育現場の取り組みを大変よく理解させていただきました。 

 それではもう１点、この生活困窮世帯の子供の学習支援についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 子供の学習支援の現場における課題として、先ほども申し上げましたが、高校進学、そ

して就職が挙げられます。国は生活困窮世帯の子供の学習支援の中で、子供が将来自立す

るポイントとなる高校進学、卒業に焦点を当て、特に中学生の学習支援を重要課題として

位置づけています。先ほど教育長が対象である子であっても、そうでない子でもあっても、

勉強で支援が必要となる子に対しては、現場で手厚く対応をされているということをお答

えいただきましたので、そこは大変よく理解をするところでございます。 

 ただ、その上で、やはり対象になる生徒プラス、この要保護、準要保護になっていない

子供たちの中で、それに近いことが原因でお勉強がなかなか進まないお子さんもいるので

はないかと思いますが、特に中学生は高校進学があるので大事な時期になるかと思います。

その子たちに対してはさらなる手厚さというか、勉強だけではなくて、全体的な励ましも

必要な部分もあるのではないかと感じますが、その上でのお勉強の支援のような印象を持

っていますが、その辺の対応はどのようにお考えになっておりますでしょうか。 

○議長（井原正光君） 杉山教育長。 
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○教育長（杉山英彦君） 中学生に対する対応についてでございますが、先ほども述べま

したように、個別指導の強化やＴＴの先生によるグループ指導や、習熟度別学習などに力

を入れて全体的に網羅しているという状況でございます。 

 また、高校進学や卒業につきましては、昨年度、３年生を対象に、部活動が終了した10

月ごろから、放課後に受験指導として補習授業を行っております。約３カ月ほど実施した

結果、効果が上がったと伺っております。 

 また、生活指導を含めた生活困窮者以外の部分でも、さらに対応が必要なのではないか

というご質問でございましたけれども、おっしゃるとおりだと思います。学校で対応して

いることも含めて、家庭との連携をとりながらお互いの問題点を出し合いながら、よりよ

い学校生活ができるように仕向けていくという方向で考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） この生活困窮世帯の子供の学習支援の中には、子供のお勉強の部

分だけではなくて、衣食等にも課題が及んでいると思います。また、そこの部分も国は強

調している部分もあるかと思います。親の学び直しや課題は広がっていくとの印象を持ち

ます。今後、福祉課のほうでの対応も広がっていくとの印象を持っていますが、きょうは

ちょっと時間もあれですので、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 ３点目の質問に移らせていただきます。オリジナル記念証などの発行についてお尋ねし

たいと思います。 

 近年、全国的に大きな広がりを見せている行政サービスの一つに、自治体で発行するオ

リジナル記念証があります。また、カラーやイラスト、キャラクター入りの婚姻届や出生

届などにもさまざまな工夫を凝らしているものも多々あります。特に結婚記念証やお誕生

記念証などを発行し始めている市町村は大変多く見られます。 

 ここで言う結婚記念証やお誕生記念証とは、自治体が独自に作成し、婚姻届や出生届を

受理する際などに、希望がある場合、当事者に発行するものです。取り組んでいる自治体

では、その事業の目的を自治体ＰＲ、若者の呼び込み、将来定住、人口増、また市町村に

対する親しみや愛着を持って暮らしていくきっかけづくりなどとしています。 

 さらに何より一番大事なこととして、市や町が結ばれた２人の新たな門出を祝福し、き

ずなをより深め、末永く我が地域でお幸せにとの願いを込めているとしています。 

 いろいろな市町村で発行している記念証の見本を閲覧しました。どれも創意工夫を凝ら

し、とてもおしゃれで素敵なものが大変多く紹介されています。結婚や出産などを祝い町

が発行する記念証を受け取ることは、感動の思い出になるのではないでしょうか。町から

のお祝いのメッセージや時の町長の直筆サインを入れるなど、心こもる工夫でより強い印

象になると考えます。 

 新婚カップルの中には、さまざまな理由により式を挙げられなかった方もいるかもしれ

ません。また、年月を重ね連れ添う中、人生の山坂を乗り越え、時には２人の原点に戻り



- 103 - 

 

たいと思うことがあるかもしれません。そんな振り返りのときなどに、よき思い出の一つ

になってほしいと期待を持ちます。これら町オリジナルの結婚記念証やお誕生記念証など

の発行やオリジナル婚姻届、出生届などについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか、

お伺いいたします。 

 あわせて、町では年間何組の婚姻届を受理されているのか、また新生児は何人産まれて

いるのかお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 町のオリジナルの結婚記念証につきましては、ほかの自治体の結婚記念証や結婚証を参

考にさせていただき、婚姻届を利根町に提出された方を対象に、希望された方に対して町

オリジナルの結婚記念証の発行を検討していきたいと考えております。 

 仮称ではございますが、この結婚記念証は、利根町に婚姻の届け出をされた方を祝福す

るとともに、この記念証を発行することによりまして大切な思い出の地となる利根町の魅

力を発信し、利根町に対する愛着心の醸成、町民満足度の向上を図ることを目的に考えて

おります。また、予算措置や要綱の制定など、精査をしてから始めたいと考えております。 

 次に、お誕生記念証の発行につきましては、まず最初に結婚記念証の発行が実施された

後、検討していきたいと考えております。 

 次に、町オリジナルの婚姻届についてですが、現在、利根町でお渡ししております婚姻

届の用紙は白地に文字と枠の色がセピア色の、至ってシンプルな既製品のものでございま

す。婚姻届の様式は法務省通達により標準様式として定められております。 

 最近では、全国の幾つかの自治体で、結婚情報誌とのコラボレーションによりオリジナ

ルのものを作成されていたり、漫画のキャラクターの婚姻届の用紙なども実際使用されて

いるようでございます。 

 しかしながら、婚姻届を含め、戸籍は人の身分関係を公証する公文書でありますので、

窓口での審査には十分な時間をかけて受理をしております。デザイン性の高い婚姻届の用

紙になりますと、審査がしにくいという点が生じてまいりますので、利根町では届出書審

査を重視したシンプルな用紙を今後とも使用していきたいと考えております。 

 また、町オリジナルの出生届につきましても、婚姻届と同様に戸籍の届け出は厳粛なも

のでありますので、作成する予定はございません。 

 次に、平成27年度の利根町での婚姻届の受理件数でございますが47件、新生児の数は59

人でございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） オリジナル結婚証検討の段階に入っていただいたということは、

大変うれしく思います。また、このオリジナルの婚姻届は、それに関しては私も大変婚姻

というのは厳粛なものだと思いますので、現行の形で共感する部分があるんですけれども、
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出生届はかわいくてもいいかなとちょっと思いました。 

 それでは、関連した質問をさせていただきたいと思います。婚姻届を受理される際、受

理される前であれば届け出をコピーしてお持ちいただくことは可能だと思います。今思え

ば、私自身もコピーをしておけばよかったなと思っています。婚姻届を提出する際、婚姻

届のコピーや写真撮影など希望される方はいらっしゃるのでしょうか。また、このような

サービスに対する声かけについては、どのようなお考えをお持ちでしょうか。 

 窓口で直接町民の方と触れ合う機会も多いことと思いますので、担当課長にお答えいた

だきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 岡野住民課長。 

○住民課長（岡野寛之君） それでは、船川議員のご質問にお答えいたします。 

 ２点目の婚姻届のコピーや写真撮影などの希望に関するご質問でございますが、婚姻届

のコピーや写真撮影の希望につきましては、記録はしてございませんが、コピーの希望に

つきましては昨年度はございませんでした。写真を撮ってほしいというような、これから

ご結婚される方々は数組ございました。 

 また、このようなサービスに対する声かけについてということでございますが、先ほど

町長が答弁しましたように、婚姻届を受理する際には、厳重で慎重な審査をしております。

付随するサービス等については、こちらからお尋ねするタイミングがなかなかとれないの

も現状でございます。 

 また、写真撮影につきましては、届出人の方から声をかけてくだされば、届出人の方の

カメラとはなりますが、撮影する準備は整えておきますので、遠慮なく申し出ていただけ

ればと考えております。 

 コピーにつきましても、先ほど船川議員がおっしゃいましたように、受理する前でした

らコピーすることができますので、遠慮なく申し出ていただければと考えております。 

 なお、休日、夜間の届け出につきましては、コピー代金の徴収の問題等もございますの

で、全ての方々に対応していくのは難しいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは最後の質問になります。 

 近年、婚姻届や出生届を提出するときに、記念撮影を行えるスペースの設置や背景とな

るボードなどを設置する自治体がふえてきています。このように、あらかじめ庁舎内に記

念撮影を行える場所を設置することについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか、お

聞きいたします。 

○議長（井原正光君） 岡野住民課長。 

○住民課長（岡野寛之君） ３点目のあらかじめ記念撮影を行える場所の設置についてと

いうご質問ございますが、戸籍の届け出を担当する住民課の１階フロアには、小さなお子

さんやご高齢の方も数多く来庁されます。そのような中で記念撮影を実施する場合には、
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安全な場所を確保しなければ難しいかなと考えております。 

 記念撮影を行う場合には、結婚記念証などの発行とあわせまして、あいているスペース

等を有効利用して実施できるよう検討していきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○６番（船川京子君） それでは、新規事業になるかと思うのですけれども、おしゃれで

素敵な結婚記念証ができますことを期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（井原正光君） 船川議員の質問が終わりました。 

                                         

○議長（井原正光君） 日程第２、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 あす６月11日から６月12日の２日間は、議案調査のため休会にしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井原正光君） 異議なしと認めます。したがって、あす６月11日から６月12日の

２日間は、議案調査のため休会とすることに決定いたしました。 

                                         

○議長（井原正光君） 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 次回６月13日は午後１時から本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後４時０８分散会 

 

 


